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犯罪被害者等支援広報啓発強化期間 

実施期間　令和７年１１月１日（土）から令和７年１２月１日（月）までの１か月間 

 　 犯罪被害にあわれた方や、そのご家族の一日も早い被害回復のためには、 

 周囲のサポートが重要です。 

 　犯罪被害者等の置かれている状況や心情、支援の必要性について、理解を 

 深め、支援の輪を広げていきましょう。 

 
▶ ◀　　　　　　　　　　　　　　  広報事項  

 　
　〇 犯罪被害者等の現状と支援の必要性

 
　〇 犯罪被害給付制度及び国外犯罪被害弔慰金等支給制度

 
　〇 本県警察で行っている犯罪被害者支援に係る各種施策　

 
　〇 民間被害者支援団体が実施している犯罪被害者支援に係る各種活動

 
　〇 性犯罪被害相談電話「♯８１０３」をはじめとする犯罪被害者等のための相談窓口

 皆さんの気になる質問にお答えします！

　各日ともに質疑タイムがあり、申込時に

質問事項を受付けます。 

  不安や疑問を解決するチャンスです！   

  皆様のご参加をお待ちしております。

～安全で安心な“とちぎ”を目指して～ 
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